
伊 丹 市 住 宅 耐 震 化 促 進 事 業 実 施 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 伊 丹 市 住 宅 耐 震 化 促 進 事 業 （ 以 下 「 本 事 業 」 と

い う 。 ） の 実 施 に あ た り ， 「 伊 丹 市 住 宅 耐 震 化 促 進 事 業 実 施 要 綱 」

（ 以 下 「 要 綱 」 と い う 。 ） の 適 正 な 運 用 を 図 る た め 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  要 綱 お よ び 本 要 領 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ，

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  住 宅  一 つ の 世 帯 が 独 立 し て 家 庭 生 活 を 営 む こ と が で き る よ

う ， 次 に 掲 げ る 室 ， 設 備 等 の 全 て を 有 す る 建 物 又 は 建 物 の 一 部

の こ と を い う 。  

ア  一 つ 以 上 の 居 室  

イ  専 用 （ 共 用 の 場 合 で あ っ て も ， 他 の 世 帯 の 居 住 部 分 を 通 ら ず

に ， い つ で も 使 用 で き る も の を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） の 炊 事 用 流 し （ 台 所 ）  

ウ  専 用 の ト イ レ  

エ  専 用 の 出 入 口  

⑵  申 請 者  本 事 業 を 実 施 す る た め ， 要 綱 第 ４ 条 に 基 づ き 補 助 金

の 交 付 を 申 請 す る 者 を い う 。  

⑶  戸 建 住 宅  一 つ の 建 物 が 一 つ の 住 宅 と な っ て い る も の を い う 。  

⑷  マ ン シ ョ ン  共 同 住 宅 の う ち 耐 火 建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 で

あ っ て ， 延 べ 面 積 が 1 , 0 0 0平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ り ， か つ ， 地 階

を 除 く 階 数 が 原 則 と し て ３ 階 以 上 の も の を い う 。  

⑸  そ の 他 共 同 住 宅  戸 建 住 宅 及 び マ ン シ ョ ン 以 外 の 住 宅 （ 長 屋

住 宅 を 含 む 。 ） を い う 。  

⑹  管 理 組 合  マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 (平

成 １ ２ 年 法 律 第 １ ４ ９ 号 )第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 管 理 組 合 を い

う 。  

⑺  耐 震 診 断  次 の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。  



ア  一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 発 行 「 （ 2 0 1 2年 改 訂 版 ， 2 0 0 4

年 改 訂 版 ） 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 と 補 強 方 法 」 に よ る 一 般 診 断 法

若 し く は 精 密 診 断 法  

イ  一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 に よ る 「 既 存 鉄 骨 造 建 築 物 の

耐 震 診 断 指 針 」 （ 1 9 9 6年 版 ， 2 0 1 1年 版 ） に よ る 耐 震 診 断  

ウ  一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 に よ る 「 既 存 鉄 筋 コ ン ク リ ー

ト 造 建 築 物 の 耐 震 診 断 基 準 」 に 定 め る 「 第 1次 診 断 法 」 ， 「 第 2

次 診 断 法 」 又 は 「 第 ３ 次 診 断 法 」 （ 2 0 0 1年 版 ， 2 0 1 7年 改 訂 版 ）

に よ る 耐 震 診 断  

エ  一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 に よ る 「 既 存 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク

リ ー ト 造 建 築 物 の 耐 震 診 断 基 準 」 に 定 め る 「 第 １ 次 診 断 法 」 ，

「 第 ２ 次 診 断 法 」 又 は 「 第 ３ 次 診 断 法 」 （ 2 0 0 9年 版 ） に よ る 耐

震 診 断  

オ  建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 3 3 8号 ） 第 ３ 章 第 ８ 節

に 規 定 す る 構 造 計 算 （ 以 下 「 構 造 計 算 」 と い う 。 ） に よ る 耐 震

診 断  

カ  上 記 ア か ら オ ま で に 掲 げ る 方 法 と 同 等 と 認 め ら れ る 耐 震 診 断  

⑻  耐 震 基 準  住 宅 の 耐 震 性 に つ い て ， 別 表 第 １ に 定 め る 基 準 を

い う 。  

⑼  安 全 性 が 低 い と 診 断 さ れ た も の  次 の い ず れ か に 該 当 す る も

の を い う 。  

ア  耐 震 診 断 の 結 果 ， 耐 震 基 準 に 満 た な い も の  

イ  平 成 １ ２ 年 度 か ら 平 成 １ ４ 年 度 ま で に 実 施 し た 「 わ が 家 の 耐

震 診 断 推 進 事 業 」 で 診 断 の 結 果 ， 安 全 性 が 低 い と 診 断 さ れ た も

の （ た だ し ， 耐 震 診 断 の 結 果 ， 耐 震 基 準 を 満 た す こ と が 判 明 し

た も の は 除 く 。 ）  

ウ  平 成 １ ７ 年 度 か ら 実 施 す る 「 簡 易 耐 震 診 断 推 進 事 業 」 で 診 断

の 結 果 ， 安 全 性 が 低 い と 診 断 さ れ た も の （ た だ し ， 耐 震 診 断 の

結 果 ， 耐 震 基 準 を 満 た す こ と が 判 明 し た も の は 除 く 。 ）  

⑽  ひ ょ う ご 住 宅 耐 震 改 修 技 術 コ ン ペ 優 良 工 法  平 成 １ ６ 年 ひ ょ



う ご 住 宅 耐 震 改 修 技 術 コ ン ペ ま た は 平 成 １ ８ 年 度 ひ ょ う ご 住 宅

耐 震 改 修 工 法 コ ン ペ で 補 助 対 象 工 法 と し て 認 め ら れ た も の を い

う 。  

⑾  安 全 性 を 確 保 し て い る も の  次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か に 該

当 す る も の を い う 。  

ア  耐 震 基 準 を 満 た す も の （ ひ ょ う ご 住 宅 耐 震 改 修 技 術 コ ン ペ 優

良 工 法 を 使 用 し 基 準 を 満 た す も の を 含 む 。 ）  

イ  別 表 第 ２ で 定 め る 工 法 に よ り 耐 震 改 修 を 行 い ， か つ ， 上 記 ア

と 同 等 の 耐 震 性 を 有 す る も の と 認 め ら れ る も の  

⑿  耐 震 改 修 計 画 策 定  住 宅 の 耐 震 性 向 上 の た め に 行 う 耐 震 基 準

を 満 た す 改 修 計 画 の 策 定 で あ っ て ， 補 強 設 計 及 び 補 強 設 計 に 基

づ く 耐 震 改 修 工 事 に 要 す る 費 用 の 見 積 を い い ， 耐 震 判 定 委 員 会

に よ る 建 築 物 の 耐 震 診 断 の 結 果 及 び 耐 震 改 修 計 画 に 関 す る 評

価 ・ 判 定 等 を 含 む 。  

⒀  耐 震 改 修 工 事  住 宅 の 耐 震 性 向 上 の た め に 行 う 耐 震 基 準 を 満

た す 工 事 で あ っ て ， 次 に 掲 げ る も の を い い ， カ の み に よ る 工 事

を 除 く 。  

ア  基 礎 ， 柱 ， は り 及 び 耐 力 壁 の 補 強 工 事 （ 地 盤 改 良 工 事 を 含

む 。 ）  

イ  屋 根 を 軽 量 化 す る 工 事  

ウ  床 面 の 剛 性 を 高 め る 工 事  

エ  第 １ ０ 号 に 規 定 す る ひ ょ う ご 住 宅 耐 震 改 修 技 術 コ ン ペ 優 良 工

法 ま た は 別 表 第 ２ に 掲 げ る 工 法 に 該 当 す る も の と し て 市 長 が 認

め る も の に よ る 工 事  

オ  減 築 工 事 （ 減 築 後 の 住 宅 が 第 １ 号 に 規 定 す る 住 宅 と な る も の

に 限 る 。 ）  

カ  第 ５ 条 に 規 定 す る 附 帯 工 事  

⒁  屋 根 軽 量 化 工 事  住 宅 の 屋 根 全 体 を 非 常 に 重 い 屋 根 （ 土 葺 瓦

屋 根 ） を 重 い 屋 根 （ 桟 瓦 葺 等 ） ま た は 軽 い 屋 根 （ ス レ ー ト 板 ，

鉄 板 葺 等 ） に 軽 量 化 す る 工 事 と し ， 第 ５ 条 に 規 定 す る 附 帯 工 事



を 含 む も の と す る 。  

⒂  シ ェ ル タ ー 型 工 事  住 宅 が 倒 壊 し て も ， 居 室 内 の 安 全 性 が 確

保 で き る 工 法 で あ っ て ， 次 に 掲 げ る も の を い い ， 第 ５ 条 に 規 定

す る 附 帯 工 事 を 含 む も の と す る 。  

ア  別 表 第 ２ に 掲 げ る 工 法 に 該 当 す る も の と し て 市 長 が 認 め る も

の に よ る 工 事  

イ  別 表 ３ に 掲 げ る シ ェ ル タ ー 等 を 設 置 等 す る 工 事  

⒃  耐 震 改 修 工 事 等  耐 震 改 修 工 事 ， 屋 根 軽 量 化 工 事 及 び シ ェ ル

タ ー 型 工 事 を い う 。  

⒄  基 礎 の 補 強  住 宅 の 耐 震 性 向 上 の た め に 行 う 基 礎 の 補 強 に は ，

地 盤 の 悪 い 敷 地 で の 地 盤 改 良 工 事 を 含 む 。  

⒅  計 画 策 定 者  申 請 者 の 依 頼 を 受 け て 耐 震 診 断 及 び 耐 震 改 修 計

画 策 定 を 実 施 す る 建 築 士 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 2 0 2号 ） 第 ２ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 建 築 士 を い う 。  

⒆  施 工 者  申 請 者 の 依 頼 を 受 け て 耐 震 改 修 工 事 等 ， 防 災 ベ ッ ド

等 な ら び に 除 却 工 事 お よ び 建 替 工 事 を 実 施 す る も の を い う 。  

⒇  事 業 の 着 手 年 月 日  申 請 者 が 計 画 策 定 者 又 は 施 工 者 と ， 耐 震

診 断 及 び 耐 震 改 修 計 画 策 定 ， 耐 震 改 修 工 事 等 ， 防 災 ベ ッ ド 等 の

設 置 並 び に 除 却 工 事 及 び 建 替 工 事 （ 設 計 を 含 む 。 ） の 契 約 を 締

結 し た 日 と す る 。  

（２１） 事 業 の 完 了 年 月 日  耐 震 診 断 ， 耐 震 改 修 計 画 策 定 ， 耐 震 改 修 工

事 等 ， 防 災 ベ ッ ド 等 の 設 置 又 は 建 替 工 事 が 完 了 し ， 申 請 者 が 計 画

策 定 者 又 は 施 工 者 に 所 定 の 費 用 を 支 払 っ た 日 と す る 。  

（ ２ ２ ） 機 能 向 上  耐 震 改 修 工 事 に 伴 い 必 要 と な る 建 具 の 取 り 替 え 等 に

よ り ， 従 前 の 建 具 等 の 性 能 を 向 上 さ せ る こ と （ 質 を 向 上 さ せ た

り ， サ イ ズ を 大 き く し た り す る こ と 等 ） を い う 。  

（ ２ ３ ） 劣 化 の 改 善  次 の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。  

ア  木 造  国 土 交 通 省 住 宅 局 建 築 指 導 課 監 修 「 木 造 住 宅 の 耐 震 診

断 と 補 強 方 法 」 又 は 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 発 行 「 2 0 1 2

年 改 訂 版  木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 と 補 強 方 法 」 に よ る  



「 劣 化 事 象 」 が 改 善 さ れ る こ と  

イ  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造  国 土 交 通 省 住 宅 局 建 築 指 導 課 監 修 「 既

存 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 建 築 物 の 耐 震 診 断 基 準 同 解 説 」 に よ る

「 経 年 指 標 」 が 改 善 さ れ る こ と  

ウ  鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造  国 土 交 通 省 住 宅 局 建 築 指 導 課 監 修

「 既 存 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 建 築 物 の 耐 震 診 断 基 準 同 解 説 」

に よ る 「 経 年 指 標 」 が 改 善 さ れ る こ と  

（２4） 建 替 工 事  安 全 性 が 低 い と 診 断 さ れ た 住 宅 を 除 去 し ， 同 位 置 に

お い て ， 現 行 の 建 築 基 準 法 に 適 合 す る 住 宅 を 新 た に 建 築 す る 工

事 を い う 。  

（２5） 防 災 ベ ッ ド 等  住 宅 が 倒 壊 し て も ， 安 全 な 空 間 を 確 保 す る 防 災

ベ ッ ド そ の 他 の 装 置 で あ っ て ， 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

ア  別 表 第 ２ に 掲 げ る 装 置 に 該 当 す る も の と し て 市 長 が 認 め る も

の  

イ  別 表 第 ４ に 掲 げ る 装 置  

（２６）  住 宅 改 修 業 者 登 録 制 度  住 宅 改 修 事 業 の 適 正 化 に 関 す る 条 例

（ 平 成 １ ８ 年 兵 庫 県 条 例 第 ３ ５ 号 ） に 基 づ く 住 宅 改 修 業 者 登 録 制

度 を い う 。  

（ ２ ７ ） 建 築  建 築 物 を 新 築 し ， 増 築 し ， 又 は 改 築 す る こ と を い う 。  

（ ２ ８ ） 除 却  現 に 存 す る 建 築 物 （ 基 礎 を 含 む 。 ） を 除 却 し ， 当 該 建 築

物 の 敷 地 を 更 地 に す る こ と を い う 。  

（ 対 象 と な る 住 宅 の 要 件 ）  

第 ３ 条  本 事 業 の 対 象 と な る 住 宅 （ 以 下 「 対 象 住 宅 」 と い う 。 ） は ，

第 ２ 条 第 １ 号 に 定 め る も の の ほ か ， 原 則 と し て 次 の 各 号 の い ず れ

に も 該 当 し な い 住 宅 と す る 。  

⑴  現 況 に お い て ， 特 定 行 政 庁 か ら 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 第

2 0 1号 ） 第 ９ 条 に 規 定 す る 措 置 が 命 じ ら れ て い る 住 宅  

⑵  建 築 基 準 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 1 0 0号 )

に よ る 改 正 前 の 建 築 基 準 法 第 ３ ８ 条 の 規 定 に 基 づ く 認 定 工 法 に

よ り 建 築 さ れ た 住 宅  



２  耐 震 改 修 工 事 等 の 対 象 住 宅 は ， 前 項 に よ る も の の ほ か ， 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は ， 当 該 各 号 に 掲 げ る 要 件 を

満 た す も の と す る 。 な お 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で の 場 合 に あ っ て は ，

同 意 等 を 証 す る 書 類 を 添 付 す る こ と 。  

⑴  申 請 者 以 外 に ， 所 有 権 を 有 し て い る 者 （ 以 下 「 権 利 者 」 と い

う 。 ） が 存 す る 場 合 に あ っ て は ， 耐 震 改 修 工 事 等 に つ い て 当 該

権 利 者 全 員 の 同 意 が 得 ら れ て い る こ と （ た だ し ， 生 計 を 一 に す

る 親 族 で ， 同 居 し て い る も の の 同 意 は 除 く 。 ）  

⑵  住 宅 が 建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 ６

９ 号 ） に よ る 区 分 所 有 の 建 物 で あ る 場 合 に あ っ て は ， 耐 震 診 断

及 び 耐 震 改 修 計 画 の 策 定 又 は 耐 震 改 修 工 事 等 の 実 施 等 に つ い て

同 法 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ く 管 理 組 合 の 議 決 等 を 経 て い る こ と 。  

⑶  所 有 者 が 死 亡 し て い る 場 合 に あ っ て は ， 相 続 人 の 代 表 者 が 申

請 で き る も の と し ， 他 の 相 続 人 の 全 員 の 同 意 が 得 ら れ て い る こ

と （ 被 相 続 人 と 相 続 人 の 関 係 が わ か る 戸 籍 謄 本 の 写 し 等 を 添 付

す る こ と 。 ） 。  

⑷  ２ つ 以 上 の 建 物 が 一 体 と な っ て ， 一 つ の 戸 建 住 宅 を 形 成 し て

い る 場 合 に あ っ て は ， 建 物 毎 に 補 助 対 象 と な る か を 判 断 す る も

の と す る 。 た だ し ， そ れ ぞ れ の 建 物 が 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る

住 宅 の 要 件 を 満 た し て い な い 場 合 で あ っ て も ， 同 号 ア ， イ 又 は

ウ の い ず れ か 一 つ 以 上 の 設 備 要 件 を 満 た し ， か つ ， 全 体 と し て

同 号 の 設 備 要 件 を 満 た し て い る と き は ， 補 助 対 象 と み な す 。 な

お ， こ の 号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 の 補 助 金 の 額 は ， 補 助 対 象 と

な る 建 物 が 複 数 棟 で あ っ て も ， 戸 建 住 宅 一 棟 分 の 額 を 限 度 と す

る 。  

⑸  安 全 性 が 低 い と 診 断 さ れ た 構 造 上 分 離 さ れ た 部 分 が あ る 住 宅

に お い て ， そ の 一 部 の み 耐 震 改 修 工 事 等 を 行 お う と す る 場 合 に

は ， 耐 震 改 修 工 事 等 を 行 わ な い 部 分 の 日 常 的 利 用 頻 度 が 著 し く

小 さ い 場 合 の み 補 助 対 象 と み な す 。  

⑹  店 舗 併 用 住 宅 に お い て ， 店 舗 等 部 分 が 構 造 的 に 分 離 さ れ て い



る 場 合 は ， 当 該 部 分 が １ ／ ２ 以 上 で あ っ て も ， 住 宅 部 分 を 補 助

対 象 と み な す 。  

⑺  耐 震 改 修 工 事 に 伴 い ， 構 造 上 一 体 増 築 を 伴 う 場 合 に あ っ て は ，

増 築 後 の 建 築 物 の 構 造 方 法 が 建 築 基 準 法 の 規 定 に 適 し て い る こ

と 。  

３  除 却 す る 住 宅 は ， 第 １ 項 の 規 定 に よ る も の の ほ か ， 次 に 掲 げ る 要

件 を 満 た す も の と す る 。  

⑴  申 請 者 以 外 に ， 所 有 権 を 有 し て い る 者 （ 以 下 「 権 利 者 」 と い

う 。 ） が 存 す る 場 合 に あ っ て は ， 原 則 と し て ， 除 却 に つ い て 当

該 権 利 者 全 員 の 同 意 が 得 ら れ て い る こ と （ た だ し ， 生 計 を 一 に

す る 親 族 で ， 同 居 し て い る 者 の 同 意 は 除 く 。 ）  

⑵  所 有 者 が 死 亡 し て い る 場 合 に あ っ て は ， 他 の 相 続 人 の 同 意 が

得 ら れ て い る こ と （ 被 相 続 人 と 相 続 人 の 関 係 が 分 か る 戸 籍 謄 本

の 写 し 等 を 添 付 す る こ と 。 ）  

⑶  店 舗 併 用 住 宅 に お い て ， 店 舗 等 部 分 が 構 造 的 に 分 離 さ れ て い

る 場 合 は ， 当 該 部 分 が １ ／ ２ 以 上 で あ っ て も ， 住 宅 部 分 を 補 助

対 象 と み な す 。  

４  新 た に 建 築 し よ う と す る 住 宅 は ， 第 １ 項 の 規 定 に よ る も の の ほ か ，

次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の と す る 。  

⑴  申 請 者 が 自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る も の  

⑵  兵 庫 県 住 宅 再 建 共 済 制 度 に 加 入 す る (予 定 )も の  

（ 補 助 事 業 の 対 象 と な る 者 ）  

第 ４ 条  補 助 事 業 の 対 象 と な る 者 は ， 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は ， 当 該 各 号 に 掲 げ る 要

件 を 満 た す 者 と す る 。  

⑴  耐 震 改 修 工 事 等 及 び 建 替 工 事 の 補 助 事 業 の 対 象 と な る 者 は ，

交 付 申 請 の 時 点 で 事 業 を 実 施 す る 者 が 県 外 に 居 住 し て い る 場 合

に あ っ て は ， 完 了 実 績 報 告 の 時 点 に お い て ， 当 該 事 業 の 対 象 住

宅 に 居 住 す る こ と が 確 実 で あ る と ， 判 断 す る こ と の で き る 当 該

居 住 者 を 補 助 事 業 の 対 象 と な る 者 と み な す も の と す る 。  



⑵  交 付 申 請 後 に 申 請 者 が 死 亡 し た 場 合 は ， 申 請 者 の 相 続 人 の 代

表 者 に 限 り ， 事 業 を 引 き 継 げ る も の と す る 。 申 請 者 か ら 事 業 を

引 き 継 い だ 者 は ， 申 請 者 が 死 亡 し た 旨 を 速 や か に 市 に 報 告 す る

と と も に ， 以 下 の 書 類 を 提 出 す る も の と す る 。  

ア  相 続 人 代 表 者 指 定 （ 変 更 ） 届 （ 様 式 第 相 続 １ 号 ）  

イ  申 請 者 と 事 業 を 引 き 継 ぐ 者 の 関 係 が 確 認 で き る 書 類 （ 被 相 続

人 と 相 続 人 の 関 係 が わ か る 戸 籍 謄 本 の 写 し 等 ）  

ウ  工 事 費 補 助 に あ っ て は ， 事 業 を 引 き 継 ぐ 者 の 所 得 証 明 書  

エ  申 請 者 の 相 続 人 が 複 数 い る 場 合 は ， 事 業 を 引 き 継 ぐ 者 が 事 業

を 行 う こ と に 対 す る 他 の 相 続 人 の 同 意 書  

⑶  前 号 に 規 定 す る 事 業 を 引 き 継 ぐ 者 は ， 申 請 者 に 代 わ っ て 要 綱

第 １ ２ 条 の 規 定 に 基 づ く 事 業 の 完 了 実 績 の 報 告 を し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 附 帯 工 事 ）  

第 ５ 条  第 ２ 条 第 １ ３ 号 か ら 第 １ ５ 号 に 規 定 す る 附 帯 工 事 は ， 次 に 掲

げ る 工 事 と す る （ た だ し ， 著 し い 機 能 向 上 に 係 る も の は 除 く 。 ）  

⑴  補 強 す る 壁 等 の 部 位 （ 以 下 「 補 強 箇 所 」 と い う 。 ） の 周 囲 ９

１ セ ン チ メ ー ト ル の 範 囲 内 に お け る 外 壁 お よ び 第 ２ 条 第 １ ３ 号

ア ， ウ ， エ ま で に 規 定 す る 耐 震 改 修 工 事 を 実 施 す る 室 に か か る ，

内 壁 ， 天 井 お よ び 床 の 撤 去 な ら び に 復 旧 工 事 お よ び 断 熱 工 事  

⑵  耐 震 改 修 工 事 等 に 伴 い 必 要 と な る 建 具 の 取 り 替 え 工 事 ， 配

管 ・ 配 線 の 切 替 工 事 及 び 既 存 の 住 宅 設 備 機 器 等 （ キ ッ チ ン セ ッ

ト （ 吊 り 戸 棚 を 含 む 。 ） ， 洗 面 化 粧 台 ， 便 器 ， 浴 槽 ， 空 調 機 等 ）

の 取 り 外 し 及 び 再 取 り 付 け に 係 る 工 事  

⑶  軽 量 化 の た め の 屋 根 の 葺 き 替 え に 伴 う 下 地 材 及 び 樋 の 取 り 替

え 工 事  

⑷  腐 朽 ， シ ロ ア リ 等 に よ り 被 害 の あ る 部 分 の 取 り 替 え 工 事  

⑸  耐 震 改 修 工 事 等 と 同 時 に 行 う 劣 化 の 改 善 と な る 工 事 （ 劣 化 の

改 善 の み の 工 事 は ， 住 宅 耐 震 改 修 工 事 費 補 助 （ 以 下 ， 「 改 修 工

事 費 補 助 」 と い う 。 ） の 対 象 外 と す る 。 ）  



（ 補 助 事 業 の 対 象 と な る 経 費 ）  

第 ６ 条  耐 震 改 修 工 事 等 補 助 の 対 象 と な る 経 費 は ， 次 に 掲 げ る 費 用 と

す る 。  

⑴  共 同 住 宅 で 増 築 を 伴 う 場 合 ， 増 築 部 分 に 係 る 改 修 工 事 費 補 助

の 対 象 と な る 経 費 は ， 建 築 基 準 法 施 行 令 第 １ 条 第 ３ 号 に 規 定 す

る 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 係 る 工 事 に 要 す る 費 用 と す る 。  

⑵  戸 建 住 宅 で 増 築 を 伴 う 場 合 ， 改 修 工 事 費 補 助 の 対 象 と な る 経

費 は ， 既 存 部 分 に 係 る 耐 震 改 修 工 事 等 に 限 る も の と し ， 増 築 部

分 に 係 る 工 事 に 要 す る 費 用 は 含 ま な い も の と す る 。  

⑶  共 同 住 宅 に お い て ， 耐 震 改 修 工 事 の 前 後 で 対 象 と な る 住 宅 の

戸 数 に 増 減 が あ る 場 合 に あ っ て は ， 改 修 工 事 費 補 助 の 対 象 と な

る 経 費 は ， 耐 震 改 修 工 事 後 の 住 宅 の 戸 数 に よ り 上 限 額 を 算 定 す

る も の と す る 。  

⑷  店 舗 等 併 用 住 宅 の 場 合 ， 改 修 工 事 費 補 助 の 対 象 と な る 経 費 は ，

住 宅 部 分 に 限 る も の と し ， 店 舗 等 の 用 に 供 す る 部 分 に 係 る 費 用

は 含 ま な い も の と す る （ た だ し ， 戸 建 住 宅 に つ い て は ， 改 修 工

事 費 補 助 の 対 象 と な る 経 費 に ， 店 舗 等 の 用 に 供 す る 部 分 に 係 る

費 用 も 含 む 。 ） 。  

⑸  耐 震 改 修 計 画 策 定 費 補 助 の 対 象 と な る 経 費 に は ， 工 事 の 見 積

費 用 お よ び 耐 震 判 定 委 員 会 等 の 建 物 の 耐 震 診 断 の 結 果 お よ び 耐

震 改 修 計 画 に 関 す る 評 価 ・ 判 定 等 に 要 す る 費 用 を 含 む も の と す

る 。  

⑹  「 簡 易 耐 震 改 修 工 事 費 補 助 」 の 補 助 対 象 と な る 経 費 は ， 耐 震

診 断 ・ 耐 震 改 修 計 画 の 策 定 お よ び 耐 震 改 修 工 事 に 要 す る 費 用 を

原 則 と す る 。 た だ し ， 耐 震 診 断 ・ 耐 震 改 修 計 画 の 策 定 を 自 ら 行

っ た 場 合 は ， 耐 震 改 修 工 事 に 要 す る 費 用 の み を 補 助 対 象 と し て

も 差 し 支 え な い も の と す る 。  

（ 報 告 事 項 ）  

第 ７ 条  申 請 者 は ， 改 修 工 事 費 補 助 に つ い て 要 綱 第 １ ２ 条 に 基 づ く 実

績 報 告 を 行 う 場 合 ， 要 綱 別 表 に 規 定 す る 耐 震 改 修 工 事 等 の う ち ，



別 紙 (補 助 金 交 付 の 条 件 )  に よ り 指 示 さ れ た 工 程 の 工 事 施 工 前 ， 施

工 中 お よ び 施 工 後 の 状 況 写 真 な ら び に 仕 様 の わ か る も の を 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

２  申 請 者 は ， 改 修 工 事 費 補 助 に つ い て 交 付 決 定 額 の 変 更 を 伴 わ な い

事 業 内 容 の 変 更 を 伴 う 場 合 ， 要 綱 第 １ ２ 条 の 規 定 に 基 づ く 実 績 報

告 と 併 せ て ， 別 表 第 ５ に 掲 げ る 変 更 内 容 に 応 じ て ， 同 表 に 規 定 す

る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 添 付 書 類 の 有 効 期 限 ）  

第 ８ 条  交 付 申 請 等 の 際 に 添 付 す る 所 得 証 明 書 の 写 し の 有 効 期 限 は ，

申 請 等 の 日 前 ６ ヶ 月 以 内 に 作 成 さ れ た も の と す る 。  

（ 計 画 策 定 者 等 の 責 務 ）  

第 ９ 条  計 画 策 定 者 及 び 施 工 者 は ， 申 請 者 か ら 依 頼 を 受 け た 業 務 に つ

い て ， 信 義 に 従 っ て 誠 実 に 履 行 す る も の と す る 。  

（ 計 画 策 定 者 を 雇 用 す る 者 の 責 務 ）  

第 ９ 条 の ２  計 画 策 定 者 を 雇 用 す る 者 は ， 計 画 策 定 業 務 の 品 質 確 保 や

そ の 担 い 手 の 中 長 期 的 な 育 成 に 配 慮 し つ つ ， 計 画 策 定 業 務 に 要 す

る 期 間 を 十 分 に 確 保 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か ， 本 事 業 の 運 用 に 必 要 な 事 項

に つ い て は 別 に 定 め る も の と す る 。  

付  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ５ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 付  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  



 付  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ３ 年 ５ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ４ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ６ 年 ５ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 第 ８ 号 関 係 ）  

耐 震 診 断 区 分  構 造 種 別  耐  震  基  準  

（ 一 ）  
第 ２ 条 第 ７ 号
ア に よ る も の  

木 造  

上 部 構 造 評 点 ≧ １ ． ０  
※ 時 刻 歴 応 答 計 算 に よ る
方 法 の 場 合 は ， こ れ と 同
等 の 耐 震 性 を 有 す る と 認
め ら れ る こ と  

（ 二 ）  
第 ２ 条 第 ７ 号
イ に よ る も の  

鉄 骨 造  構 造 耐 震 指 標 I s≧ ０ ． ６  

（ 三 ）  
第 ２ 条 第 ７ 号
ウ に よ る も の  

鉄 筋 コ ン ク リ
ー ト 造  

構 造 耐 震 指 標 I s／ 構 造 耐
震 判 定 指 標 I s o≧ １ ． ０  
※ I s o算 定 に 用 い る 用 途 指
標 Uは １ ． ０ と す る  

（ 四 ）  
第 ２ 条 第 ７ 号
エ に よ る も の  

鉄 骨 鉄 筋 コ ン
ク リ ー ト 造  

構 造 耐 震 指 標 I s／ 構 造 耐
震 判 定 指 標 I s o≧ １ ． ０  
※ I s o算 定 に 用 い る 用 途 指

標 Uは １ ． ０ と す る  

（ 五 ）  
第 ２ 条 第 ７ 号
オ に よ る も の  

全 て  
構 造 計 算 に よ り 安 全 性 が
確 か め ら れ る こ と  

（ 六 ）  
第 ２ 条 第 ７ 号
カ に よ る も の  

全 て  

上 記 （ 一 ） か ら （ 五 ） ま
で の 耐 震 基 準 と 同 等 の 耐
震 性 を 有 す る と 認 め ら れ
る こ と  

注 ） 簡 易 耐 震 改 修 工 事 費 補 助 に お い て は ， 上 部 構 造 評 点 の 「 １ ． ０ 」

を 「 ０ ． ７ 」 と ， 構 造 耐 震 指 標 I sの 「 ０ ． ６ 」 を 「 ０ ． ３ 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。  

 

別 表 第 ２ （ 第 ２ 条 第 １ ３ 号 エ ， 第 １ ５ 号 ア ， 第 ２ ５ 号 ア 関 係 ）  



１  一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 の 防 災 技 術 評 価 制 度 等 で 評  

価 さ れ た 工 法 又 は 装 置  

２  都 道 府 県 で 補 助 対 象 工 法 と し て 認 め ら れ た も の の う ち ， 当  

該 都 道 府 県 に お け る 評 価 委 員 会 等 の 第 三 者 機 関 に よ り 評 定 を  

受 け た 工 法 又 は 装 置  

３  国 土 交 通 省 大 臣 ま た は 公 的 機 関 の 認 定 ・ 試 験 等 に よ り そ の  

性 能 が 評 価 さ れ た 工 法 又 は 装 置  

 

別 表 第 ３ （ 第 ２ 条 第 １ ５ 号 イ 関 係 ）  

№  名  称  会  社  名  

１  
耐 震 T B シ ェ ル タ ー

「 鋼 耐 震 」  

株 式 会 社 東 武 防 災 建 設  

東 武 ボ ウ サ イ 株 式 会 社  

２  レ ス キ ュ ー ル ー ム  有 限 会 社 ヤ マ ニ ヤ マ シ ョ ウ  

３  シ ェ ル 太 く ん 工 法  株 式 会 社 ヤ マ ヒ サ  

４  シ ェ ル キ ュ ー ブ  株 式 会 社 デ リ ス 建 築 研 究 所  

５  
地 震 シ ェ ル タ ー 「 不

動 震 」  

株 式 会 社 東 武 防 災 建 設  

東 武 ボ ウ サ イ 株 式 会 社  

６  セ フ テ ィ ル ー ム  ﾊ ｲ ﾌ ﾞ ﾘ ｯ ﾄ ﾞ ﾊ ｳ ｽ販 売 株 式 会 社  

７  シ ェ ル B O X  ナ ス ラ ッ ク 株 式 会 社  

８  
J . P o d 耐 震 シ ェ ル タ

ー  

J . P o d＆ 耐 震 工 法 協 会  

９  木 質 耐 震 シ ェ ル タ ー  株 式 会 社 一 条 工 務 店  

１ ０  
木 造 軸 組 耐 震 シ ェ ル

タ ー 「 剛 健 」  

有 限 会 社 宮 田 鉄 工  



１ １  
耐 震 健 康 シ ェ ル タ ー

「 命 守 」  

株 式 会 社 青 ヒ バ の 会 ネ ッ ト ワ ー ク  

１ ２  
「 ウ ッ ド ・ ラ ッ ク 」 ル

ー ム シ ェ ル タ ー ひ の き 庵  

新 光 産 業 株 式 会 社  

１ ３  
パ ネ ル 式 耐 震 シ ェ ル

タ ー  

S U S株 式 会 社  

１ ４  シ ェ ル キ ュ ー ブ R  株 式 会 社 デ リ ス 建 築 研 究 所  

 

別 表 第 ４ （ 第 ２ 条 第 ２ ５ 号 関 係 ）  

№  名  称  会  社  名  

１  
ウ ッ ド ・ ラ ッ ク

（ W O O D - L U C K）  

新 光 産 業 株 式 会 社  

２  防 災 ベ ッ ド B B - 0 0 2  株 式 会 社 ニ ッ ケ ン 鋼 業  

３  
介 護 ベ ッ ド 用 防 災 フ

レ ー ム  

株 式 会 社 ニ ッ ケ ン 鋼 業  

４  安 心 防 災 ベ ッ ド 枠 A  フ ジ ワ ラ 産 業 株 式 会 社  

５  安 心 防 災 ベ ッ ド 枠 B  フ ジ ワ ラ 産 業 株 式 会 社  

６  
耐 圧 ベ ッ ド ル ー ム 型

シ ェ ル タ ー  

株 式 会 社 エ ヌ ・ ア イ ・ ピ ー  

７  
耐 震 シ ェ ル タ ー 耐 震

和 空 間  

株 式 会 社 ニ ッ ケ ン 鋼 業  

８  
つ み っ く ベ ッ ド シ ェ

ル タ ー  

N P O法 人 つ み っ 庫 く ら ぶ  

９  減 災 寝 室  有 限 会 社 扇 光  

１ ０  
シ ェ ル タ ー ユ ニ ッ ト

バ ス （ Ｕ Ｂ ）  

Ｊ 建 築 シ ス テ ム 株 式 会 社  



１ １  
小 型 シ ェ ル タ ー ｢ 構 -

k a m a e - ｣テ ー ブ ル タ イ プ  

株 式 会 社 安 信  

 

別 表 第 ５  

変  更  内  容  提  出  書  類  

耐 震 改 修 計 画 の 変 更  １  耐 震 改 修 に 係 る 図 書  

２  耐 震 診 断 報 告 書 （ 改 修 後 の み ）  

補 助 事 業 の 対 象 と な

る 経 費 の 変 更  

１  耐 震 改 修 工 事 費 見 積 ・ 精 算 書  

２  耐 震 診 断 報 告 書 （ 改 修 後 の み ）  

 


